
第２号議案 

令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 

１ 活動の方針 

一昨年から続く新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの県民が時短営業や

休業等の経済活動の縮小の影響を受け、生活に困窮している方が増加しています。

また、人と人との接触が制限され、地域での集いの機会が減少するなど地域の支え

合いや住民同士の助け合いが弱まり、住民の様々な生活課題が潜在化しています。 

一方で、人口減少や少子高齢化、過疎化に伴い、社会的孤立を背景とした 8050

問題やヤングケアラーなど、複雑化・複合化した新たな生活課題が顕在化してきて

います。 

こうした住民の生活課題を解決していくには、地域住民や様々な福祉関係団体と

連携しながら地域福祉を推進し、地域で共に課題を解決する支え合いの仕組みづく

りがこれまで以上に求められており、民生委員・児童委員の活動にさらなる期待が

寄せられています。 

そこで、こうした社会状況の変化に対応していくためにも、本会では今後の民生

委員・児童委員活動の方向性を示し、活動しやすい環境づくりを進めることを目的

に、各民児協や各委員の取組方針を示す「高知県版活動強化方策」の策定に取り組

みます。 

また、今年度の取組にあたっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に留意し

ながら次の３つの重点目標を中心に置いて活動し、今後の本県の地域福祉の推進に

努めてまいります。 

 特に、今年度は民生委員・児童委員の一斉改選を迎えるため、各地域で適切に活

動が継続できるよう、市町村やブロック単位での活動基盤の強化を図りながら民生

委員・児童委員が活動しやすい環境づくりを目指していきます。 

２ 重点項目 

（１）様々な課題を抱えた人々を支えるための相談・支援活動の強化 

認知症、貧困、引きこもり、虐待、孤立など高齢者や障害者に限らず様々な課題

を抱える人が増加しています。こうした人々を早期に把握し、適切な支援につなげ

ていけるように、研修等を通じて相談・支援活動の強化を図ります。 

（２）行政や社会福祉協議会、福祉関係団体との連携強化 

地域のつながりや地域の力を高め、地域住民と協力して地域の福祉課題の解決に

取り組むために、様々な関係機関・団体との連携を強化します。また、市町村や市

町村社会福祉協議会が策定する地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定・推進に積

極的に参画し、住民主体のまちづくりを進めていきます。 

（３）民児協組織の基盤強化と広報活動の充実強化 

民生委員・児童委員が地域で活動しやすい環境づくりを進めるために、「高知県版

活動強化方策」を策定するとともに、基盤となる各単位民児協組織での活動強化方

策の策定を支援します。また、住民への認知度や関心を高め、次なる民生委員・児

童委員のなり手を確保するために、広報活動の充実を図ります。 



３ 組織運営 

 本会の円滑な組織運営と具体的な活動、活動強化方策における課題整理等につい

て企画及び協議をするために、次の会議を開催する。 

  ①会長・副会長会（原則毎月開催） 

  ②理事会（４回）  ※一斉改選後の理事会を含む 

  ③専門部会（３回） ※基本的には理事会と同日開催を想定 

地域福祉推進部会、児童委員専門部会 

  ④総会（１回） 

 

 

４ 事業内容 

（１）高知県版活動強化方策の策定 

 目 的：本県における今後の民生委員・児童委員活動の方向性を示し、活動しや

すい環境づくりを進めることを目的に「高知県版活動強化方策」を策定

する。 

 内 容：会長・副会長会及び理事会で方策の素案づくり、単位民児協へのアンケ

ート調査 など 

 

（２）第 21回高知県民生委員児童委員大会の開催 

  目 的：高知県内の民生委員・児童委員が一堂に会し、本県における各法定単

位民児協の活動を学びながら、これからの民生委員・児童委員活動の

方向性を明らかにする。 

  開催日：令和４年７月 13日（水） 

  対象者：県内の民生委員・児童委員及び関係機関 およそ 900名 

  会 場：高知県立県民文化ホール オレンジホール 

 内 容：開催式典、シンポジウム、大会宣言 ほか 

 

（３）各種研修会の開催 

民生委員・児童委員の資質向上及び活動の活性化を図ることを目的とした研修

会を開催するとともに、県外で開催される各種研修会等への派遣及び受講に係る

助成を行う（年間研修計画については別紙参照）。 

 

①ブロック別研修会 

  目 的：各ブロック民生委員児童委員協議会において、地域・エリアの特色

やニーズに合わせた研修を企画・運営するとともに、市町村を超え

た連携や情報交換の機会とする。 

開催日：令和４年６月～令和５年２月 

対象者：各ブロック内の民生委員・児童委員 ほか 

  内 容：民生委員・児童委員の資質向上を目的とした内容とし、各ブロック民

生委員児童委員協議会で協議して決定する。 

 

新 



②主任児童委員研修会 

  目 的：主任児童委員の資質向上のため、日々の活動の中で関わっている事例

を共有したうえで対応の方法などを検討・協議することを目的とする。 

  開催日：令和４年５月頃、令和５年２月頃 

  対象者：主任児童委員 

  内 容：（５月）児童虐待防止における主任児童委員の役割 ほか 

（２月）先輩主任児童委員による実践報告 ほか 

 

③中堅民生委員・児童委員フォローアップ研修会（仮称） 

  目 的：中堅民生委員・児童委員が、個々の民生委員・児童委員活動のふり返

りを行うとともに中堅委員としての役割の確認などを通じた資質向上

を目的とした研修会を開催する。 

  開催日：令和４年 10月頃 

  対象者：中堅民生委員児童委員研修会（経験年数４年目・２期目以上を対象と

した研修会）を受講したことがある民生委員・児童委員 

  内 容：中堅民生委員・児童委員の役割について、グループワーク ほか    

 

 

（４）各種研修会への協力 

①中堅民生委員児童委員研修会（主催／高知県） 

 目 的：中堅民生委員・児童委員（経験年数４年目・２期目以上）が、個々の民

生委員・児童委員活動のふり返りを行うとともに、今後の相談援助技法

の一層の習熟を目的とした研修会を開催する。 

  開催日：令和４年９月頃 

  対象者：経験年数４年目（２期目以上）の民生委員・児童委員 

  内 容：相談援助のスキルアップ、ロールプレイ、グループワーク ほか 

 

 ②法定民児協会長・副会長等研修会（主催／高知県） 

  目 的：各民児協における民生委員・児童委員の育成や、定例会等の運営を担

う会長・副会長の資質向上に資することを目的とする。 

  開催日：令和５年１月頃 

  対象者：各民児協会長・副会長、また、今後その役割が期待される方 

  内 容：会長・副会長の役割について、その他、時事的な内容 ほか 

 

 ③新任民生委員児童委員研修会（主催／高知県） 

  目 的：新任民生委員が民生委員児童委員活動や守秘義務、相談援助の概要に

ついて学び、個々の活動に資することを目的とする。 

  開催日：１年目/２年目/３年目ともに未定 

  対象者：１年目/２年目/３年目の民生委員・児童委員（中途委嘱者含む） 

  内 容：高知県における地域福祉の現状、民生委員・児童委員の役割と活動、

守秘義務について ほか 

新 



（５）地域版活動強化方策の策定支援 

①地域版活動強化方策 策定支援研修会の開催 

  目 的：全民児連が作成した「民生委員制度創設 100 周年活動強化方策」を推

進し、各民児協における活動強化方策の策定を通じて民生委員・児童

委員が活動しやすい環境づくりを目的とする。 

  開催日：令和４年６月頃 

  対象者：各民児協会長・副会長、事務局、また、今後その役割が期待される方 

  内 容：他都道府県における策定状況、策定内容について、市町村版活動強化  

方策を策定済民児協による実践報告、グループワーク ほか     

 

②活動強化方策策定民児協への役員・アドバイザーの派遣 

  目 的：活動強化方策策定を希望する民児協に役員やアドバイザーを派遣し、

市町村及び法定単位民児協の組織体制の強化を通じた民生委員・児童

委員が活動しやすい環境づくりを支援することを目的とする。 

  対 象：活動強化方策の策定を希望する市町村及び法定単位民児協 

  内 容：本会役員などを定例会や勉強会に派遣し、策定スケジュールや策定方

法などについて助言を行う 

 

 

（６）全国研修・会議等への派遣 

①全国民生委員児童委員大会（10月 19日～20日） 

②民生委員・児童委員リーダー研修会（令和４年11月予定） 

  ③全国児童委員・主任児童委員活動研修会（令和５年１月予定） 

④全国民生委員指導者研修会（令和５年２月予定） 

⑤四国ブロック関係事業会議（令和４年６月 23日～24日、香川県） 

 

 

（７）広報・啓発活動 

①機関紙「みんせい」による県民児連活動の広報 

②各種行事等における民生委員児童委員活動の啓発 

 

 

 

５ 関係機関との連携強化 

関係機関との連携強化に資するため、次の会を開催し、情報交換を行う。 

  ①知事との意見交換会 

②高知県及び高知県社会福祉協議会役職員との意見交換会 

③地域見守り活動に関する協定事業者との情報交換会 

 

 

 



６ 関係事業・活動への協力 

  ①市町村や市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉計画・地域福祉活動計画

の策定・推進に積極的に参画する。 

  ②地区社会福祉協議会、ふれあい・いきいきサロン、自主防災組織等、身近な

地域で取り組まれている活動との連携を深める。 

  ③それぞれの地域における地域見守り協定締結事業者との情報共有を行う。 

  ④生活困窮や子どもの貧困、社会的孤立、ヤングケアラーなどに関する啓発や

関係機関との連携・情報共有を行う。 

  ⑤生活福祉資金等の貸付事業への実施協力を行う。 

  ⑥就学前健診や学校地域連携本部等への積極的な参加・協力を行う。 

 

 

７ 全国民生委員互助共励事業への実施協力 

 ①死亡弔慰（公務死亡・一般死亡・配偶者死亡） 

 ②傷病見舞（公務傷害・公務疾病・一般傷病） 

 ③災害見舞 

 ④退任慰労 

 

 

８ 高知県民生委員互助事業の推進 

  ①死亡弔慰（一般死亡・配偶者死亡） 

  ②傷病見舞（公務傷害・公務疾病・一般傷病） 

  ③災害見舞 


